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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線路における架空接触線に沿っており、上側中央部に接触片（１０１，１０２）を備え
、端部部分にホーン（１０３，１０４）を備えるパンタグラフ（１００）のビデオ検査の
ためのシステム（１）であって、
　複数の観察ステーション（２）を備え、前記複数の観察ステーション（２）のそれぞれ
が、
　少なくとも一つのレーザー遠隔計器を備える、前記パンタグラフ（１００）の通過を検
出するための検出手段（３）と、
　前記パンタグラフ（１００）の一部分が通過する第一架空領域を照射するための第一照
射手段（４）であって、平面状の延設部を有するとともに複数のＬＥＤ光源（７）を支持
する第一パネル（６）を備える第一照射手段（４）と、
　前記第一架空領域の画像を取得するための少なくとも一ペアのステレオ・ビデオカメラ
（５ａ，５ｂ）と、
　それぞれのペアのステレオ・ビデオカメラ（５ａ，５ｂ）によって取得された前記画像
間の相違を計算するように構成されている第一ローカルプロセッサ（９ａ）と、
　前記パンタグラフ（１００）の他の部分が通過する第二架空領域を照射するための第二
照射手段（１４）であって、平面状の延設部を有するとともに複数のＬＥＤ光源（１７）
を支持する第二パネル（１６）を備える第二照射手段（１４）と、
　前記第二架空領域の画像を取得するための追加のビデオカメラ（１５）と、
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　前記架空接触線に対して両側に、かつ前記線路の側方に配置される第一支持構造（８）
および第二支持構造（１８）であって、前記第一支持構造（８）が前記レーザー遠隔計器
（３）と前記第一パネル（６）と前記一ペアのステレオ・ビデオカメラ（５ａ，５ｂ）を
支持しており、前記第二支持構造（１８）が前記第二パネル（１６）と前記追加のビデオ
カメラ（１５）とを支持しており、前記第一パネル（６）および前記一ペアのステレオ・
ビデオカメラ（５ａ，５ｂ）は、前記第一架空領域の前記取得された画像が通過中に上か
ら見た前記パンタグラフ（１００）の前記上側中央部と一方の端部部分とのフレームとな
るよう、配置され方向付けされており、前記追加のビデオカメラ（１５）は、対応する前
記第二架空領域から取得された前記画像が通過中に上から見た前記パンタグラフ（１００
）の他方の端部部分のフレームとなるよう、配置され方向付けされている第一支持構造（
８）および第二支持構造（１８）と、
　有線接続または無線接続を用いて前記複数の観察ステーション（２）と通信する中央処
理装置（１１）であって、各観察ステーション（２）の前記第一ローカルプロセッサ（９
ａ）から前記相違の計算結果を受け取り、前記追加のビデオカメラ（１５）から取得され
た前記画像を受け取り、前記パンタグラフ（１００）の三次元モデルを再現し、前記再現
されたモデルを前記パンタグラフ（１００）の理想モデルと比較して、前記パンタグラフ
（１００）の摩耗の状態に関する情報を取得するよう構成される中央処理装置（１１）と
　を備える、
　システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のビデオ検査のためのシステム（１）において、前記ステレオ・ビデオ
カメラ（５ａ，５ｂ）は水平基線に応じて配置されるシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載のビデオ検査のためのシステム（１）において、前記パンタグラフの通
過を検出するための前記検出手段（３）は、前記ステレオ・ビデオカメラ（５ａ，５ｂ）
間に配置されるとともに同じ水平基線に応じて配置される二つのレーザー遠隔計器（３ａ
，３ｂ）を備えるシステム。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載のビデオ検査のためのシステム（１）において、
前記第一パネル（６）は、地面（Ｔ）に対して所定の高さに位置しているとともに、前記
第一架空領域を投光する光線を放出するように方向付けされているシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のビデオ検査のためのシステム（１）において、前記第二パネル（１６
）は、地面（Ｔ）に対して所定の高さに位置しているとともに、前記第二架空領域を投光
する光線を放出するように方向付けされているシステム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載のビデオ検査のためのシステム（１）を用いる、
線路における架空接触線に沿っており、上側中央部に接触片（１０１，１０２）を端部部
分にホーン（１０３，１０４）を備えるパンタグラフ（１００）のビデオ検査のための方
法であって、
　複数の観察ステーション（２）において前記パンタグラフ（１００）の通過を検出する
工程と、
　それぞれの観察ステーション（２）において、前記パンタグラフ（１００）の前記通過
の前記検出に応じて前記パンタグラフ（１００）の一部分が通過する第一架空領域を照射
し、前記パンタグラフ（１００）の他の部分が通過する第二架空領域を照射する工程と、
　それぞれの観察ステーション（２）において、前記第一架空領域を照射する前記工程の
間に、一ペアのステレオ・ビデオカメラ（５ａ，５ｂ）を介して前記第一架空領域の画像
を取得し、前記第二架空領域を照射する前記工程の間に、追加のビデオカメラ（１５）を
介して前記第二架空領域の画像を取得する工程と、
　それぞれの観察ステーション（２）において前記第一架空領域に関して取得された前記
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画像間の相違を計算する工程と、
　それぞれの観察ステーション（２）において計算された前記相違と前記追加のビデオカ
メラ（１５）によって取得された前記画像とから開始して、前記パンタグラフ（１００）
の三次元モデルを再現する工程と、
　前記再現されたモデルを前記パンタグラフ（１００）の理想モデルと比較して、前記パ
ンタグラフ（１００）の摩耗の状態に関する情報を取得する工程と
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の目的は、架空接触線に沿ったパンタグラフのビデオ検査のためのシステムおよ
び方法である。
【０００２】
　知られている通り、架空接触線からの電流を取り出す牽引鉄道車両（ｔｒａｃｔｉｖｅ
　ｒａｉｌｗａｙ　ｖｅｈｉｃｌｅｓ）は「パンタグラフ」として知られている装置を一
般的に使用する。
【背景技術】
【０００３】
　パンタグラフは、客車の屋根上に絶縁体を用いて装着される関節状システム（フレーム
と呼ばれる）と、電気接触線の一本または複数本のワイヤと直接接触するよう配置される
接触片を有するヘッドと、から構成される。接触片は、導電材料（例えば銅、鋼、アルミ
ニウム、炭素）で形成される棒材で構成される。
【０００４】
　この明細書において、二つの接触片と二つの側部突き出し部（ホーン）とを備えるＹ字
状パンタグラフを説明する。しかしながら、本発明の目的は他のモデルのパンタグラフに
も適用可能である。
【０００５】
　接触線に沿って摺動する場合に生じる機械的摩擦によって接触片の摩耗が生じ、その結
果、機関車および／または架空電気線が損傷する虞がある。
【０００６】
　電車線が破損する前に接触片を修理または取り替えできるよう接触片の摩耗の状態を観
察するために、パンタグラフの摩耗の状態の検査のための手作業システムおよび自動シス
テムの両方を含む検査システムが開発されている。
【０００７】
　例えば、イタリア特許第１４０１９５２号（Ｉｔａｌｉａｎ　ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．　
１４０１９５２）に開示された解決法は、この後者のグループの一部であり、複数のカメ
ラによって撮影されたパンタグラフの画像の自動診断システムに関する。電車線に沿って
分散配置された同数の画像取得ステーションに複数のカメラは配置される。
【０００８】
　それぞれのカメラによって取得された画像は、適当な処理を実行するリモート（遠隔）
サーバーに送信され、パンタグラフの損傷（例えばホーンの脱落または変形、位置合わせ
不良等）があれば、リモートサーバーは自動警報信号を生成する。
【０００９】
　上述した解決法は、光ファイバーが組み込まれた検査システムよりも信頼できるが、そ
れ自体に問題がないわけではない。特に、一台のビデオカメラのみの使用に基づくシステ
ムはすべて、接触片の全領域の接触材料の厚さを良好には測定することができない、また
は発生しうる亀裂を特定し測定することができない。
【００１０】
　また、レーザスキャナ・タイプのビデオカメラの使用に基づいたパンタグラフの三次元
モデルを再現するシステムが市場において入手可能である。
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【００１１】
　しかし、非常に高価であることに加えて、これらのシステムは導入に対して複雑なイン
フラストラクチャー（基盤施設）を必要とする。実際、確実に信頼できる測定を行うため
に、ビデオカメラを移動するパンタグラフの上方に配置しなければならない。さらに、ビ
デオカメラを設置場所で直接較正しなければならない。少なからず、測定の信頼性はパン
タグラフの速度に依存し、その速度は３００ｋｍ／ｈ以上にも達する場合がある。
【００１２】
　例えば、欧州特許出願公開第１７６６３２６号（ＥＰ１７６６３２６）には、このタイ
プの解決法が開示されている。
【００１３】
　国際公開第２０１１／０３５９８３号（ＷＯ２０１１／０３５９８３）には、パンタグ
ラフの上方の門形（ポータル）上に配置される複数個のビデオカメラの使用に基づいた、
いくつかの構造要素（吊架線（カテナリー）およびパンタグラフの接触片を含む）の観察
のためのシステムを開示している。
【００１４】
　上に挙げた問題に加えて、パンタグラフの（すなわち接触片および側部ホーンに関する
）完全なモデルの取得が困難であることも重要である。
　ＪＰ２０１５０１７９２１では、一ペアのステレオ・ビデオカメラが採用されており、
接触片の画像を取得するために、架空接触線の上方に配置される。
　また、ＣＮ１０４５６７７２９は、架空接触線の上方に配置される、カテナリー式架線
の画像および接触線の画像を取得するためのシステムを開示している。
　パノラマ画像撮影カメラ（Pancam）として知られる市販システムは、代わりに、それぞ
れ架空接触線の上方および側方に配置される二つのカメラの使用を開示している。
　ＵＳ２０１０／２５３３２９は、パンタグラフを支持する車両の通過の間、設備を観察
する範囲を持つ、側方ポストに配置された一つのカメラを備えるパンタグラフビデオ検査
システムを開示している。
【発明の概要】
【００１５】
　これに関連して、本発明の基本的な技術課題は、上述の従来技術の欠点を克服する架空
接触線に沿ったパンタグラフのビデオ検査のためのシステムおよび方法を提案することで
ある。
【００１６】
　特に、本発明の目的は、既知の解決法と比較してより信頼できるパンタグラフの三次元
モデルを再現することができるとともに、機関車の速度の影響を受けずに機能する架空接
触線に沿ったパンタグラフのビデオ検査のためのシステムおよび方法を実現可能とするこ
とにある。
【００１７】
　本発明の他の目的は、パンタグラフの完全な再現（すなわち接触片と側部ホーンを含む
再現）を行う、架空接触線に沿ったパンタグラフのビデオ検査のためのシステムおよび方
法を提供することにある。
【００１８】
　本発明のさらなる目的は、従来技術解決法と比較して、より簡単で、より安全で、より
経済的なインフラストラクチャーに基づく、架空接触線に沿ったパンタグラフのビデオ検
査のためのシステムを提供することにある。
【００１９】
　記載した技術的な課題およびその特定の目的は、以下の架空接触線に沿ったパンタグラ
フのビデオ検査のためのシステムによって十分に達成される。システムは、複数の観察ス
テーションを備える。
【００２０】
　それぞれの観察ステーションは、パンタグラフの通過を検出するための検出手段と、パ
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ンタグラフの一部分が通過する第一架空領域を照射するための第一照射手段と、第一架空
領域の画像を取得するための第一取得手段と、ローカルプロセッサと、を備える。観察ス
テーションの各一つにおいて、画像を取得するための取得手段は少なくとも一ペアのステ
レオ・ビデオカメラを備えており、ローカルプロセッサは、それぞれのペアのステレオ・
ビデオカメラによって取得された画像間の相違を計算するように構成されている。
【００２１】
　好ましくは、パンタグラフの通過を検出するための検出手段はレーザー遠隔計器を備え
る。
【００２２】
　好ましくは、第一照射手段は、平面状の延設部を有するとともに複数のＬＥＤ光源を支
持する第一パネルを備える。第一パネルは、地面に対して所定の高さに位置しているとと
もに、前記第一架空領域を投光する光線を放出するように方向付けされる。
【００２３】
　好ましくは、それぞれの観察ステーションにおいて、第一パネルおよび一ペアのステレ
オ・ビデオカメラは、対応する第一架空領域の取得された画像が通過中におけるパンタグ
ラフの上側部分と端部部分とのフレームとなるよう、配置され方向付けされる。
【００２４】
　好ましくは、それぞれの観察ステーションは、パンタグラフの他の部分が通過する第二
架空領域を照射するための第二照射手段と、第二架空領域の画像を取得するための追加の
ビデオカメラと、を備える。
【００２５】
　好ましくは、第二照射手段は、平面状の延設部を有するとともに複数のＬＥＤ光源を支
持する第二パネルを備える。第二パネルは、地面に対して所定の高さに位置しているとと
もに、第二架空領域を投光する光線を放出するように方向付けされる。
【００２６】
　好ましくは、それぞれの観察ステーションにおいて、追加のビデオカメラは、対応する
第二架空領域から取得された画像が通過中におけるパンタグラフの他方の端部部分のフレ
ームとなるよう、配置され方向付けされる。
【００２７】
　好ましくは、それぞれの観察ステーションは、架空接触線に対して両側に配置される第
一ポストおよび第二ポストを備える。特に、第一ポストは、レーザー遠隔計器と第一パネ
ルと一ペアのステレオ・ビデオカメラを支持する。第二ポストは、第二パネルと追加のビ
デオカメラとを支持する。
【００２８】
　記載した技術的な課題およびその特定の目的は、以下の架空接触線に沿ったパンタグラ
フのビデオ検査のための方法によって十分に達成される。方法は、
　複数の観察ステーションにおいてパンタグラフの通過を検出する工程と、
　それぞれの観察ステーションにおいて、パンタグラフの通過の検出に応じてパンタグラ
フの一部分が通過する第一架空領域を照射する工程と、
　それぞれの観察ステーションにおいて、第一架空領域を照射する工程中に、第一架空領
域の画像を取得する工程と、
　それぞれの観察ステーションから取得された画像を処理する工程と、
を含む。
【００２９】
　特徴的には、それぞれの第一架空領域において、画像は、少なくとも一ペアのステレオ
・ビデオカメラによって取得され、取得された画像を処理する工程は、相違を計算する副
工程と、パンタグラフの一部分の三次元モデルを再現する副工程と、を含む。
【００３０】
　好ましくは、それぞれの観察ステーションにおいて、パンタグラフの通過の検出に応じ
て、パンタグラフの他の部分が通過する第二架空領域が照射される。
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【００３１】
　この照射プロセス中に、第二架空領域の画像が取得される。こうして、画像を処理する
工程は、パンタグラフの三次元モデルを完成させるよう、対応する第二架空領域において
取得された画像も用いる。
【００３２】
　それぞれの観察ステーションに関するパンタグラフの再現されたモデルをパンタグラフ
の理想モデルと比較することによって、パンタグラフの摩耗の状態に関する情報を取得す
ることができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本発明のさらなる特徴およびその利点は、以下の添付した図面に例示する架空接触線に
沿ったパンタグラフのビデオ検査のためのシステムおよび方法の好ましい実施形態である
が他の形態を排除するものではない実施形態のおおよそ正確なしたがって非限定的な説明
から、より明らかとなろう。
【図１】上から見たＹ字状タイプのパンタグラフの概略的な側面図である。
【図２】本発明にかかるビデオ検査システムの概略ブロック図である。
【図３】複線に適用された、図２のビデオの検査システムの一部を概略的に示す。
【図４】図４は、異なる実施形態にかかる、図２のビデオ検査システムの一部（第一ポス
ト）の正面を示す。
【図５】図５は、異なる実施形態にかかる、図２のビデオ検査システムの一部（第一ポス
ト）の側面図を示す。
【図６】変形実施形態における、図２のビデオの検査システムのビデオカメラおよび遠隔
計器の配置を示す。
【図７】図６の変形実施形態の、ある特性信号を示す。
【図８】さらなる実施形態にかかる、図２のビデオ検査システムの一部（第一ポスト）の
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図面を通じて、符号１は、例えば機関車に設置される、架空接触線に沿ったパンタグラ
フ１００のビデオ検査用のシステムを示す。
【００３５】
　ここで説明し例示する実施形態において、パンタグラフ１００は、架空線と接触する二
つの接触片１０１，１０２と、二つの側部ホーン１０３，１０４と、を備えるＹ字状パン
タグラフである。
【００３６】
　システム１は、架空接触線に沿って分散配置される複数の観察（モニタリング）ステー
ション２を備える。
【００３７】
　それぞれの観察ステーション２は、
　パンタグラフ１００の通過を検出するための検出手段３と、
　パンタグラフ１００の一部分が通過する第一架空領域を照射するための第一照射手段４
と、
　第一架空領域の画像を取得するための第一取得手段５と、
を備える。
【００３８】
　特徴的には、画像を取得するための第一取得手段５は、少なくとも一ペアのステレオ・
ビデオカメラ５ａ，５ｂを備える。好ましくは、二つのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５
ｂは、マトリックス・ビデオカメラであり、二〇〇万～二〇〇〇万画素（２～２０メガ・
ピクセル）の解像度である。
【００３９】



(7) JP 6735339 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　ステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂのそれぞれは、ＣＭＯＳタイプ（「Ｃｏｍｐｌｅｍ
ｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（相補性金属酸化
膜半導体）」の頭字語）またはＣＣＤタイプ（「Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ（電荷結合素子）」の頭字語）のセンサを有する。
【００４０】
　好ましくは、パンタグラフ１００の通過を検出するための検出手段３は、既知のタイプ
のレーザー遠隔計器（テレメーター）３を備える。
【００４１】
　好ましくは、第一架空領域を照射するための第一照射手段４は、ＬＥＤ技術によって実
現される。
【００４２】
　例えば、第一照射手段４は、平面状の延設部を有するとともに複数のＬＥＤ光源７を支
持する第一パネル６を備える。好ましくは、それぞれのＬＥＤ光源７を、二つの軸（光学
分野において、「パン／チルト」回転として知られている）に沿って方向付けることがで
きる。
【００４３】
　特に、第一パネル６は、地面Ｔに対して所定の高さに位置しているとともに、前記第一
架空領域を投光する光線を放出するように方向付けされている。
【００４４】
　ここで説明し例示する実施形態において、それぞれの観察ステーション２の第一架空領
域を通過するとともに照射されて取得されるパンタグラフ１００の一部分は、上側中央部
（二つの接触片１０１，１０２）および一方の端部部分（ホーン１０３，１０４のうちの
一方）に対応する。
【００４５】
　好ましくは、それぞれの観察ステーション２において、第一パネル６および一ペアのス
テレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂは、対応する第一架空領域の取得された画像が通過中に
おける上から見たパンタグラフ１００の二つの接触片１０１，１０２とホーン１０３，１
０４のうちの一方とのフレームとなるよう、配置され方向付けされている。
【００４６】
　好ましくは、二つのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂは水平基線に応じて位置決めさ
れる。知られている通り、語「基線（ベースライン）」は、一ペアのステレオ・ビデオカ
メラの光軸間の距離を示す。ここでの場合、基線は１０～５０ｃｍの間にある。
【００４７】
　より好ましくは、パンタグラフ１００の通過を検出するための検出手段３は、互いから
予め設定された距離ｄｔｅｌの水平基線に応じて配置される既知のタイプの二つのレーザ
ー遠隔計器３ａ，３ｂを備える。また二つのレーザー遠隔計器３ａ，３ｂは、二つのステ
レオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂと同じ水平軸上にあるとともに、これらのビデオカメラの
間に配置される（図６を参照）。
【００４８】
　ここで説明し例示する実施形態において、第一ポスト８は、それぞれの観察ステーショ
ン２に配置され、レーザー遠隔計器３と第一パネル６と一ペアのステレオ・ビデオカメラ
５ａ，５ｂとを支持する。
【００４９】
　好ましくは、それぞれの観察ステーション２は、それぞれのペアのステレオ・ビデオカ
メラ５ａ，５ｂによって取得された画像間の相違を計算するよう構成される第一ローカル
すなわちマスタ（主）プロセッサ９ａを備える。
【００５０】
　好ましくは、相違は既知のタイプのアルゴリズムを用いて計算される。
【００５１】
　一ペアのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂを完全に水平に位置合わせすることはでき
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ないと考えられるので、第一ローカルプロセッサ９ａはまた好ましくは取得された画像を
調整するよう構成される。特に、調整（ｒｅｃｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）は既知のアルゴリ
ズムを用いて実行される。
【００５２】
　最後に、ステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂのレンズには歪みがあると考えられるので
、第一ローカルプロセッサ９ａはまた好ましくは取得した画像の歪みを補正するよう構成
される（これも既知のアルゴリズムを用いて）。
【００５３】
　また、好ましくは、データ記憶モジュール（図示せず）がそれぞれの観察ステーション
２に備えられる。
【００５４】
　気象ステーション（既知のタイプの）によって検出された気温および風向・風速などの
気象データが、重要なデータとして記憶モジュールに記憶される。
【００５５】
　さらに想定される記録すべきデータは、
　ビデオカメラとＬＥＤ光源と電池との動作に関する診断機能と、
　パンタグラフの架空接触線の位置と、
　鉄道車両の移動方向および速度と、
　車両の識別と、
に関するデータである。
【００５６】
　システム１はさらに、有線（ケーブル）接続または無線（ワイヤレス）接続を用いて観
察ステーション２と通信する中央処理装置（セントラル・プロセッサ）１１を備える。好
ましくは、中央処理装置１１は、観察ステーション２のローカル・マスタプロセッサ９ａ
からデータ（相違マップを含む）を受信するよう構成されるリモートサーバーである。リ
モートサーバーは、クライアントとして機能する。
【００５７】
　好適には、それぞれの観察ステーション２は、
　パンタグラフ１００の他の部分が通過する第二架空領域を照射するための第二照射手段
１４と、
　第二架空領域の画像を取得するための追加のビデオカメラ１５と、
を備える。
【００５８】
　好ましくは、追加のビデオカメラ１５は、マトリックス・ビデオカメラであり、二〇〇
万～一六〇〇万画素（２～１６メガ・ピクセル）の解像度である。
【００５９】
　好ましくは、第二架空領域を照射するための第二照射手段１４は、ＬＥＤ技術によって
実現される。
【００６０】
　例えば、第二照射手段１４は、平面状の延設部を有するとともに複数のＬＥＤ光源１７
を支持する第二パネル１６を備える。好ましくは、それぞれのＬＥＤ光源１７を、二つの
軸（「パン／チルト」軸）に沿って方向付けることができる。
【００６１】
　特に、第二パネル１６は、地面Ｔに対して所定の高さに位置しているとともに、第二架
空領域を投光する光線を放出するように方向付けされている。
【００６２】
　ここで説明し例示する実施形態において、第二架空領域を通過するとともに照射されて
取得されるパンタグラフ１００の他の部分は、第一架空領域の範囲に含まれていない他方
の端部部分（すなわち二つのホーン１０３，１０４の他方）に対応する。
【００６３】
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　好ましくは、それぞれの観察ステーション２において、第二パネル１６および追加のビ
デオ・ビデオカメラ１５は、対応する第二架空領域の取得された画像が、通過中における
パンタグラフ１００の上から見たまだ取得されていない方のホーン１０３，１０４のフレ
ームとなるよう、配置され方向付けされている。
【００６４】
　ここで説明し例示する実施形態において、第二ポスト１８は、それぞれの観察ステーシ
ョン２に配置される。第二ポスト１８は、第二パネル１６と、追加のビデオカメラ１５と
、第一ローカルプロセッサ９ａと通信する第二ローカルプロセッサ９ｂと、を支持する。
特に、第一ローカルプロセッサ９ａは「マスタ」として機能し、第二ローカルプロセッサ
９ｂは「スレーブ」としてと機能する。二つのローカルプロセッサ９ａ，９ｂ間の通信は
好ましくはワイヤレスで行われる。
【００６５】
　特に、第一ポスト８および第二ポスト１８は架空接触線に対して両側に配置される。
【００６６】
　ここまで説明したビデオ検査のシステム１は、単線のパンタグラフ１００を観察するの
に適している。
【００６７】
　複線の場合には、一方のパンタグラフ１００が下り方向の線路Ｂａの機関車に関連し、
もう一方が上り方向の線路Ｂｒの機関車に関連する、二つのパンタグラフ１００の状態を
観察する必要がある。
【００６８】
　複線のためのシステム１の構造は、いくつかの要素を重複させる必要があるが、単線の
ためのシステムと同様である。
【００６９】
　特に、下り方向の線路Ｂａのそれぞれの観察ステーション２は、
　下り方向の線路Ｂａの側に配置される第一ポスト８が、レーザー遠隔計器３（または二
つのレーザー遠隔計器３ａ，３ｂ）と第一パネル６と一ペアのステレオ・ビデオカメラ５
ａ，５ｂと第一ローカルプロセッサ９ａとを支持し、
　上り方向の線路Ｂｒの側に配置される第二ポスト１８が、第二パネル１６と追加のビデ
オカメラ１５と第二ローカルプロセッサ９ｂとを支持する
ように、第一ポスト８および第二ポスト１８に「分散配置される」。
【００７０】
　同様に、上り方向の線路Ｂｒのそれぞれの観察ステーション２は、逆方向に機能するが
、同じ二つのポスト８，１８に分配される。実際、この場合、上り方向の線路Ｂｒのため
のレーザー遠隔計器３（または二つのレーザー遠隔計器３ａ，３ｂ）と第一パネル６と一
ペアのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂと第一ローカルプロセッサ９ａとを支持するの
は第二ポスト１８である。一方、第一ポスト８は、第二パネル１６と追加のビデオカメラ
１５と第二ローカルプロセッサ９ｂとを支持する。
【００７１】
　好ましくは、第一ポスト８は、下り方向の線路Ｂａのパンタグラフ１００に対して機能
的に動作する一ペアのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂと、上り方向の線路Ｂｒのパン
タグラフ１００に対して機能的に動作する追加のビデオカメラ１５と、のためのハウジン
グボックス（筐体）１９を備える。
【００７２】
　下り方向の線路Ｂａのパンタグラフ１００に対して機能的に動作するレーザー遠隔計器
３（または二つのレーザー遠隔計器３ａ，３ｂ）もまたこのハウジングボックス１９に配
置される。
【００７３】
　第二ポスト１８は、上り方向の線路Ｂｒのパンタグラフ１００に対して機能的に動作す
る一ペアのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂと、下り方向の線路Ｂａのパンタグラフ１
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００に対して機能的に動作する追加のビデオカメラ１５と、のためのハウジングボックス
（筐体）２９を備える。
【００７４】
　上り方向の線路Ｂｒのパンタグラフ１００に対して機能的に動作するレーザー遠隔計器
３（または二つのレーザー遠隔計器３ａ，３ｂ）もまたこのハウジングボックス２９に配
置される。
【００７５】
　それぞれのポスト８，１８において、二つのパネル６，１６を異なる高さに配置するこ
とも（図３のように）、または同じ高さに配置する（図４および図５のように）こともで
きる。パネル６，１６が同じ高さにある場合、近い側の線路をパンタグラフが通過する第
一架空領域と遠い側の線路をパンタグラフが通過する第二架空領域とをそれぞれ照射する
必要があるので、地面に対して異なる角度に傾斜される（図５に示す通り）。
【００７６】
　四つのパネルを使用する代わりに、一の（図示しない）変形実施形態では、
　第一ポスト８に一つのパネルのみがあり、前記パネルは、下り方向の線路Ｂａに関連す
るパンタグラフ１００の上側部分および外側端部部分が通過する第一架空領域を照射する
よう方向付けることができるいくつかのＬＥＤ光源と、上り方向の線路Ｂｒに関連するパ
ンタグラフ１００の内側端部部分が通過する第二架空領域を照射するように方向付けるこ
とができるいくつかのＬＥＤ光源と、を備えており、
　第二ポスト１８に一つのパネルのみがあり、前記パネルは、上り方向の線路Ｂｒに関連
するパンタグラフ１００の上側部分および外側端部部分が通過する第一架空領域を照射す
るよう方向付けることができるいくつかのＬＥＤ光源と、下り方向の線路Ｂａに関連する
パンタグラフ１００の内側端部部分が通過する第二架空領域を照射するように方向付ける
ことができるいくつかのＬＥＤ光源と、を備えている。
【００７７】
　好ましくは、ポスト８，１８への種々の部品（ハウジングボックス１９，２９、パネル
６，１６など）の設置は、プーリー機構を用いてそれぞれのポスト８，１８に摺動可能に
装着される支持構造２０によって行うことができる。これにより、設置手順および保守手
順がより簡単になる。
【００７８】
　例えば、このタイプの設置装置を、追加の照明パネル２６とともに、図８に示す。
【００７９】
　ワイヤレス通信モジュール１３およびローカルプロセッサ９ａ，９ｂは、代わって、ア
クセスを容易にするためにそれぞれのポスト８，１８の基部に好ましくは配置される。
【００８０】
　他の実施形態では、ポスト８，１８とは異なる支持構造が用いられるが、いずれの場合
も、好ましくは線路Ｂａ，Ｂｒの側方に配置される。
【００８２】
　以下に、架空接触線に沿ったパンタグラフのビデオ検査のための方法を説明する。
【００８３】
　簡単化のために、関係するパンタグラフ１００を備えた機関車が通過する単線をここで
は説明する。
【００８４】
　それぞれの観察ステーション２において、第一ポスト８に配置されたレーザー遠隔計器
３が、パンタグラフ１００の通過を検出し、そして制御ユニット１２に第一パネル６のＬ
ＥＤ光源７を制御させる作動信号Ｓ１を生成し、これにより、これらの光源７が作動し、
その結果、第一架空領域が照射される。
【００８５】
　次に、ＬＥＤ光源７を制御する制御ユニット１２は、第一架空領域の画像を取得する一
ペアのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂへと同期信号Ｓ２（予め既知技術によって較正
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された）を送信する。
【００８６】
　特に、取得する画像は、通過中に上から見たパンタグラフ１００の接触片１０１，１０
２および外側ホーン１０３（第一ポスト８に近いホーン）の画像である。
【００８７】
　第一ローカルプロセッサ９ａは、取得した画像間の相違を計算し、中央処理装置１１へ
と送信する。
【００８８】
　同期信号Ｓ２はまた、すべてが第二ポスト１８に配置されている第二パネル１６のＬＥ
Ｄ光源１７と追加のビデオカメラ１５にも送信される。言い換えれば、第一パネル６は、
「マスタ」の機能を実行し、そして第二パネル１６は、「スレーブ」の機能を実行する。
変形実施形態において、「マスタ」の機能は、一ペアのステレオ・ビデオカメラ５ａ，５
ｂによって直接実行される。
【００８９】
　同期信号Ｓ２は、第一ポスト８から第二ポスト１８へ、第一ポスト８に配置されたワイ
ヤレス通信モジュール１３を用いて送信される。変形実施形態において、通信モジュール
１３は第一パネル６に組み込まれる。同期信号Ｓ２に応じて、第二パネル１６のＬＥＤ光
源１７はオンに切り替わり、追加のビデオカメラ１５が第二架空領域の画像を取得する。
【００９０】
　特に、取得する画像は、通過中に上から見たパンタグラフ１００の内側ホーン１０４（
第二ポスト１８に近いホーン）の画像である。
【００９１】
　またこれらの画像も、パンタグラフ１００の三次元モデルを再現するよう構成される中
央処理装置１１へ送信される。
【００９２】
　中央処理装置１１はさらに、それぞれの観察ステーション２に関するパンタグラフ１０
０の再現されたモデルをパンタグラフ１００の理想モデルと比較して、パンタグラフ１０
０の摩耗の状態に関する情報を取得するよう構成されている。
【００９３】
　さらに、二つのビデオカメラ５ａ，５ｂからの立体的（ステレオスコピック）図形によ
り、相対的測定だけでなく絶対的空間測定が可能となる。
【００９４】
　したがって、中央処理装置１１は、再現されたモデルを処理し、理想モデルとの比較を
必要とすることなく、発生しうる亀裂の寸法や摩耗の影響を受ける領域などを取得するよ
う、構成される。
【００９５】
　好ましくは、それぞれの観察ステーション２では、照射される第一架空領域が架空接触
線のスライス（断片）も含むよう選択されている。こうして、パンタグラフ１００の通過
中のこのスライスの位置に関する情報は、ローカルプロセッサ９ａによって実行される相
違計算から取得される。
【００９６】
　好ましくは、また、中央処理装置１１は、パンタグラフ１００の通過中の架空接触線の
スライスの位置とパンタグラフ１００がない状態（つまり休止状態）におけるこのスライ
スの位置とを比較するよう構成される。
【００９７】
　ステレオ・ビデオカメラ５ａ，５ｂ間に配置された二つのレーザー遠隔計器３ａ，３ｂ
を用いる実施形態では、パンタグラフ１００の通過を検出することができ、したがってそ
の速度（そして列車の速度）を計算することができる。
【００９８】
　特に、それぞれの観察ステーション２において、二つの遠隔計器のうちの第一ポスト８
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に配置される遠隔計器（ここでは「第一遠隔計器３ａ」という）が、パンタグラフ１００
の通過をまず検出して第一トリガー信号ＴＧＲ１を生成する。同じポスト８に配置される
他方の遠隔計器（ここでは「第二遠隔計器３ｂ」という）が、続いてパンタグラフ１００
の通過を検出し、第一トリガー信号ＴＧＲ１に対して遅延した第二トリガー信号ＴＧＲ２
を生成する。
【００９９】
　二つの遠隔計器３ａ，３ｂ間の予め設定された距離ｄｔｅｌは分かっており（これは設
計条件である）、そして第一トリガー信号ＴＧＲ１と第二トリガー信号ＴＧＲ２との間の
時間遅延Δｔｔｅｌは測定可能である。したがって、パンタグラフ１００の速度Ｖ（そし
て列車の速度）は次の関係を用いて取得できる。
【０１００】
Ｖ（ｋｍ／ｈ）＝ｄｔｅｌ（ｍｍ）／Δｔｔｅｌ（ｍｓ）×３．６
【０１０１】
　パンタグラフ１００の速度Ｖを計算した後、ＬＥＤ光源７を作動させるための作動信号
Ｓ１が生成され、ビデオカメラ５ａ，５ｂが上述した通り同期される。二つの遠隔計器３
ａ，３ｂを用いることにより、実際、パンタグラフ１００の速度Ｖが分かることにより、
ＬＥＤ光源７およびビデオカメラ５ａ，５ｂを作動させるための作動信号を生成するべき
正確な時点を計算することができ、パンタグラフ１００のモデルにかかわらず、第一架空
領域において取得されるパンタグラフ１００の部分を常に画像の同じ領域内に入れること
ができるという利点がある。
【０１０２】
　本発明にかかる架空接触線に沿ったパンタグラフのビデオ検査のためのシステムおよび
方法の特徴は、その利点のように、上の説明から明らかであろう。
【０１０３】
　特に、機関車の速度（例えば３００ｋｍ／ｈの速度に達する場合がある）によって障害
を受けることがないそれぞれの観察ステーションの一ペアのステレオ・ビデオカメラの使
用により、パンタグラフの非常に正確な三次元モデルを再現することが可能となる。
【０１０４】
　したがって、再現された三次元モデルをパンタグラフの理想モデルと比較することによ
って、パンタグラフ（摩耗、亀裂、欠け、不具合などによって影響を受ける領域）の実際
の状態に関する、そしてこれによる計画保守手順または交換手順に関する信頼できる情報
を取得することが可能となる。
【０１０５】
　さらに、追加のビデオカメラを使用することにより、離れた側のホーンの画像の取得に
よって、パンタグラフの再現されるモデルを完全なモデルとすることができる。
【０１０６】
　また提案の方法により、架空線（ワイヤ）に対するパンタグラフの圧力のモニタリング
が可能となり、これにより、さらなる計器を架空線に装着するよう使用する必要がなくな
る。
【０１０７】
　さらに、線路の上方のフレーム上に配置する必要がある「レーザスキャナ」タイプのセ
ンサを使用する解決法と異なり、この場合、一ペアのステレオ・ビデオカメラおよびＬＥ
Ｄ光源を線路の横に並べてより安全な場所に配置することができる。
【０１０８】
　例えば、取得する画像の品質に影響を与えない他の側方支持部材またはポストに配置す
ることができる。
【０１０９】
　さらに、電車線に沿った既存のインフラストラクチャーを用いることができるので、占
有空間、効率およびとコストの点で明らかな利点がある。
【０１１０】
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　またこれにより、ビデオ検査システムの設置および保守を簡単化できる。
【０１１１】
　さらにまた、同じ支持インフラストラクチャーを、単線に適用されるシステムと複線に
適用されたシステムとに用いることができる。
【０１１２】
　ＬＥＤ照射技術の使用により、これらのタイプのシステムに必要とされる耐久性（ｄｕ
ｒａｔｉｏｎ）および信頼性を満たすことができる。そしてさらに、余剰分のＬＥＤ光源
を備えることによって、いくつかの光源が機能停止となった場合であっても、システムを
継続して使用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１１３】
【特許文献１】イタリア特許第１４０１９５２号
【特許文献２】欧州特許出願公開第１７６６３２６号
【特許文献３】国際公開第２０１１／０３５９８３号
【特許文献４】特開２０１５－０１７９２１号
【特許文献５】中国特許出願公開第１０４５６７７２９号
【特許文献６】米国特許出願公開第２０１０／２５３３２９号

【図１】

【図２】

【図３】
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